
鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４

条の規定に基づき、鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金（以下「本補助金」と

いう。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、送迎車両を運行している県内の教育・保育施設を対象に、送迎車両に設置するドラ

イブレコーダーの購入に要する経費に対し補助金を交付することにより、送迎中における車内外での万

が一の事故が発生した場合の適切な事故対応、再発防止の徹底を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を

行う同表の第２欄に掲げる施設を設置する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費の額に、同表の第４欄に定める率を乗

じて得た額（同表第５欄に定める額を限度額とする）以下とする。 

なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当た

っては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、子育て・人財局長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

３ 規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、様式第３号を添付しなければならない。 

 

（交付決定及び交付額確定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて、原則として、交

付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第４号によるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第６条 規則第１７条第１項の規定による報告は、本補助金の交付申請書の提出をもって、報告があったも

のとみなす。 

 

（雑則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年６月６日から施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 



別表（第３条関係） 

１ 
補助事業 

２ 
補助対象施設 

３ 
補助対象経費 

４ 
補助率 

５ 
補助限度額 

送迎車両ドライブレ
コーダー購入経費
支援事業 

送迎車両を運行して
いる保育所、認定こど
も園、地域型保育事
業、届出保育施設、
幼稚園 

送迎車両に設置する
３６０度ドライブレコー
ダー（車内の状況を
記録できるものに限
る）の購入経費（消費
税及び地方消費税
は除く。） 

１/２ １台あたり ２２，０００円 

※１ 他の補助金で支援を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。 
※２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

    鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金事業報告書 

 

１ 事業内容 
事業名 総事業費 

（税込み） 
 
 
Ａ 

寄付金その他
の収入額 

 
 
Ｂ 

差引額 
（Ａ－Ｂ） 

 
 
Ｃ  

対象経費の 
実支出額 

（Ｃ－税額） 
 
Ｄ 

補助率 
 
 
 
Ｅ 

補助基準額 
（Ｄ×Ｅ） 

 
 
Ｆ 

上限額 
 
 
 
Ｇ 

選定額 
（Ｆ・Ｇのいず
れか少ない額） 

 
Ｈ 

送迎車両ドライブレ
コーダー購入経費
支援事業 

    １/２    

（注１）Ａ欄には、補助事業に要した経費の総額を記入すること。 

（注２）Ｂ欄には、鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 

（注３）Ｆ欄で、対象経費の実支出額（Ｄ欄）に補助率（Ｅ欄）を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てた金額を記入すること。 

（注４）Ｇ欄には、22,000 円に台数を乗じて得た額を記入すること。 

 

２ 他の補助金の活用の有無 

他の補助金の活用の有無 

（いずれかに○をすること） 
有 ・ 無 

※「有」の場合は、以下の①～③の項目について記入すること。 

① 活用する補助金の名称  ② 補助対象事業の内容  ③ 当該補助金に関す

る問合せ先 

 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

 

鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金収支決算書 

 

 

 収入の部                                                               （単位：円） 

区 分 金額 備考 

令和４年度 

県 補 助 金   

   

   

   

合 計   

 

 

 支出の部                                    （単位：円） 

区 分 金額 備考 

令和４年度 

   

   

   

   

合 計   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

    鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業完了報告書 

  

区分 内容 

① ドライブレコーダー

を設置した送迎車両

を運行している施設 

住所 

（〒   －     ） 

 

施設名  

住所 

（〒   －     ） 

 

施設名 
 

住所 

（〒   －     ） 

 

施設名 
 

② メーカー・機種 

〔メーカー〕           〔機種〕 

〔メーカー〕           〔機種〕 

〔メーカー〕           〔機種〕 

③ 購入に要した経費 

円  

合計        円 

円  

円  

（備考） 

※行が足りない場合は行を追加してください。 

（添付書類） 

・対象経費の領収書の写し 

・３６０度ドライブレコーダーであることが確認できる資料（仕様書・カタログ等） 

・（別紙）口座振込依頼書 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

第         号  

 令 和  年  月  日  

 

 

            様 

 

 

鳥取県知事 平井 伸治 

（公 印 省 略） 

 

 

鳥取県送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業補助金交付決定及び交付額確定 

通知書 

 

令和 年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県送迎車両ド

ライブレコーダー購入経費支援事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金

等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、

下記のとおり交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付額を確定した

ので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

送迎車両ドライブレコーダー購入経費支援事業 

  本補助金の補助事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２  交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額    金           円 

（２）交付決定額    金           円 

 

３ 交付額の確定 

本補助金の確定額は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

 

 


